
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉の開放端側に設けた錠本体と、錠本体を構成する錠ケース内に配置されてラッチバネ
により常時は錠ケースの出入口から出没可能に突出するように付勢され、かつ係合溝を有
するラッチヘッドと、錠ケースに枢支されて前記ラッチヘッドの係合溝に係合片を常時は
バネにより係合することにより該ラッチヘッドの没入を阻止するロッキングピースと、扉
の扉面に座を介して可動に設けられかつ作動板が接続され開扉方向へ押し操作または引き
操作する把手とを備え、この把手を開扉方向へ押し操作または引き操作することにより、
前記作動板を作動して前記ラッチヘッドを後退 許容させて開扉できるようにし
て

なるプッシュ・プル錠であって、
　 錠ケース内には前記ロッキングピースに対応して縦向き把手用係合解除手段と横向
き把手用係合解除手段とを設け、扉の扉面に縦向きに又は横向きに取り付けた把手を押し
又は引き操作することにより該把手に接続した作動板を作動するように設けると共に、該
作動板を前記縦向き把手用係合解除手段または横向き把手用係合解除手段に係合させるこ
とにより、前記ロッキングピースを係合解除方向に回動させて該ロッキングピースの係合
片を前記ラッチヘッドの係合溝から離脱させるようにしたことを特徴とするプッシュ・プ
ル錠。
【請求項２】
　ラッチヘッドの上下にそれぞれ係合溝を形成し；
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又は後退を
あるとともに、前記把手は扉の扉面に対して縦向き又は横向きのいずれかに選択して取

り付けできるようにして
前記



　ロッキングピースは前記ラッチヘッドを挟んだ状態で上下両方に一対設けるとともに、
該ロッキングピースの略中央部を枢支するとともに互いの連結片を対向して回動可能に連
結し；
　把手に接続した作動板は第１作動板と第２作動板とで構成し；
　縦向き把手用係合解除手段としては、把手に接続した第１作動板を上動することにより
上動される第１仲介スライダーと、この第１仲介スライダーの上動により上動されて下部
のロッキングピースの係合部を上動して、前記一対のロッキングピースの係合片がラッチ
ヘッドの係合溝より離脱されるようにした第１スライダーと、第２作動板を下動すること
により下動される第２仲介スライダーと、この第２仲介スライダーの下動により下動され
て上部のロッキングピースの係合部を下動して、前記一対のロッキングピースの係合片が
ラッチヘッドの係合溝より離脱されるようにした第２スライダーとからなり；
　横向き把手用係合解除手段としては、把手を横向きにして前記第１作動板と第２作動板
を横向けに配置し、該第１作動板をラッチヘッドの突出方向に移動することにより一対の
ロッキングピースの係合片がラッチヘッドの係合溝より離脱されるようにした当接部材と
，該第２作動板をラッチヘッドの没入方向に移動することにより一対のロッキングピース
の係合片がラッチヘッドの係合溝より離脱するようにした揺動部材とからなる請求 の
プッシュ・プル錠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、把手を扉に対して開扉方向への押し又は引き操作によりラッチヘッドを後退
あるいは後退作動を許容して解錠すると同時にそのまま扉を開放することができる所謂ワ
ンタッチ操作式のプッシュ・プル錠に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種のプッシュ・プル錠としては、
　（イ）　本願出願人の出願に係る特願平７ー２９９２７７号（特開平９ -１１２０９８
号公報）の明細書及び図面に記載されているように、扉の室外側と室内側の扉面（扉の表
面又は裏面の意味である。以下同じ）に縦向きに取り付けた把手を有するプッシュ・プル
錠が知られている。
【０００３】
　すなわち、前記プッシュ・プル錠は、図１７（ａ）、（ｂ）に示す如く、扉ａの開放端
側に埋設したラッチ錠たる錠本体０１と、扉ａの室内外のそれぞれの扉面の上下に取り付
けた一対の座０２、０２と、この一対の座０２、０２の上部または下部の一方の座（図１
７では下部の座）０２に一端側を枢支された縦向きの一対の把手０３、０３とからなって
いる。また、把手０３、０３の他端側には、一端を前記上部または下部の他方の座（図１
７では上部の座）０２の内部において作動板と連結した連結板の他端を連結しており、把
手の開扉方向への押し又は引き動作により、ラッチヘッド０４を後退または後退を許容さ
せて解錠すると同時にそのまま扉ａを開放できるようにしてある。なお、図１７（ａ）で
符号ａ１はヒンジ、ｂは扉枠である。
【０００４】
　（ロ）　実開平６ー６６５６号公報に示されているように、扉の室内側と室外側の扉面
に横向きに取り付けた把手を有するプッシュ・プル錠も知られている。
【０００５】
　すなわち、このプッシュ・プル錠は、図１８（ａ）、（ｂ）に示す如く、扉ａの開放端
側に埋設したラッチ錠たる錠本体０１０と、扉ａの室内外のそれぞれの扉面の左部（扉ａ
の自由端側）と右部（扉ａの枢支端側）に取り付けた一対の座０１２、０１２と、この一
対の座０１２、０１２の左部または右部の一方の座（図１８では右部の座）０１２に一端
側を枢支された横向きの一対の把手０１３、０１３とからなっている。また、把手０１３
、０１３の他端側には、一端を前記左部または右部の他方の座（図１８では左部の座）０
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１２の内部において作動板０１５と連結した連結板０１６の他端を連結しており、把手０
１３の開扉方向への押し又は引き動作により、ラッチヘッド０１４を後退または後退を許
容させて解錠すると同時にそのまま扉ａを開放できるようにしてある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　以上のように、錠本体や把手及び座の取付位置が限定される扉の種類あるいは使用者の
好み（意匠や操作性）に応じて、プッシュ・プル錠用の把手を扉の扉面に縦向きに取り付
ける場合には、縦向き専用の錠本体と、縦向き専用の把手及び座を必要とした。また、把
手を扉の扉面に横向きに取り付ける場合には、横向き専用の錠本体と、横向き専用の把手
及び座を必要とした。ここで縦向き専用又は横向き専用の錠本体とは、錠ケースと該錠ケ
ースに内蔵される錠機構部品も含む広義のものであり、本明細書で錠本体とは、上記意味
で用いる。そのため、縦向き専用の錠本体と横向き専用の錠本体との間、縦向き専用の把
手及び座と横向き専用の把手及び座との間に、それぞれ互換性がなく、これらの構成部品
のいずれかを任意に組み替えするなどして把手を縦向きまたは横向きに選択して取り付け
ることができず、不便であるとともに、経済的にも高価となるという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に着目してなされたものであって、一種類の錠本体（錠ケース及
び該錠ケースに内蔵された錠機構部品を含む）と一種類の把手及び座で、扉の扉面に対し
て把手を縦向き又は横向きのどちらにでも取り付けできるとともに、一種類の錠本体を縦
向き把手用または横向き把手用として互換性をもたせ使い勝手が良く全体として安価なプ
ッシュ・プル錠を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明のプッシュ・プル錠は、扉の開放端側に設けた錠本体
と、錠本体を構成する錠ケース内に配置されてラッチバネにより常時は錠ケースの出入口
から出没可能に突出するように付勢され、かつ係合溝を有するラッチヘッドと、錠ケース
に枢支されて前記ラッチヘッドの係合溝に係合片を常時はバネにより係合することにより
該ラッチヘッドの没入を阻止するロッキングピースと、扉の扉面に座を介して可動に設け
られかつ作動板が接続され開扉方向へ押し操作または引き操作する把手とを備え、この把
手を開扉方向へ押し操作または引き操作することにより、前記作動板を作動して前記ラッ
チヘッドを後退 許容させて開扉できるようにして

なるプ
ッシュ・プル錠であって、 錠ケース内には前記ロッキングピースに対応して縦向き把
手用係合解除手段と横向き把手用係合解除手段とを設け、扉の扉面に縦向きに又は横向き
に取り付けた把手を押し又は引き操作することにより該把手に接続した作動板を作動する
ように設けると共に、該作動板を前記縦向き把手用係合解除手段または横向き把手用係合
解除手段に係合させることにより、前記ロッキングピースを係合解除方向に回動させて該
ロッキングピースの係合片を前記ラッチヘッドの係合溝から離脱させるようにしたことを
特徴とする。
【０００９】
　ここで、「錠本体」とは、前述したように、錠機構部品を内蔵する錠ケースだけでなく
、該錠ケースに内蔵される、ラッチヘッドやラッチバネやラッチヘッド施錠部材或いはラ
ッチヘッド施錠解除部材等の錠機構部品も含む広義のものであり、本明細書ではこの意味
で使用する。
【００１０】
　また、「扉の扉面」とは、本明細書では、室外側 表面 面のどちらも含
む。従って、本発明のプッシュ・プル錠に係る把手は、扉の室外側と室内側の両扉面に取
り付ける場合と、一方の扉面だけに取り付ける場合とがある。
【００１１】
　「把手を扉の扉面に対して縦向き又は横向きに選択して取り付けできるようにする」と
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又は後退を あるとともに、前記把手は扉
の扉面に対して縦向き又は横向きのいずれかに選択して取り付けできるようにして
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から見て扉の と裏



は、その具体的構成は後で明らかとなるが、錠ケースやその錠ケースに内蔵される錠機構
部品からなる錠本体と、把手と、座とは、それぞれ寸法の異なる別種類のものを用いるこ
となく、一種類のものでよく、把手の取り付け方向を縦方向にするか、横方向にするだけ
でよいことを意味する。

　上記の場合において、把手は扉の室内側と室外側の扉面の両方に設けることもできるし
、片方だけに設けることもできる。

　把手を扉の扉面の両方に設ける場合には、ラッチヘッドの上下にそれぞれ係合溝を形成
し；
　ロッキングピースは前記ラッチヘッドを挟んだ状態で上下両方に一対設けるとともに、
該ロッキングピースの略中央部を枢支するとともに互いの連結片を対向して回動可能に連
結し；
　把手に接続した作動板は第１作動板と第２作動板とで構成し；
　縦向き把手用係合解除手段としては、把手に接続した第１作動板を上動することにより
上動される第１仲介スライダーと、この第１仲介スライダーの上動により上動されて下部
のロッキングピースの係合部を上動して、前記一対のロッキングピースの係合片がラッチ
ヘッドの係合溝より離脱されるようにした第１スライダーと、第２作動板を下動すること
により下動される第２仲介スライダーと、この第２仲介スライダーの下動により下動され
て上部のロッキングピースの係合部を下動して、前記一対のロッキングピースの係合片が
ラッチヘッドの係合溝より離脱されるようにした第２スライダーとからなり；
　横向き把手用係合解除手段としては、把手を横向きにして前記第１作動板と第２作動板
を横向けに配置し、該第１作動板をラッチヘッドの突出方向に移動することにより一対の
ロッキングピースの係合片がラッチヘッドの係合溝より離脱されるようにした当接部材と
，該第２作動板をラッチヘッドの没入方向に移動することにより一対のロッキングピース
の係合片がラッチヘッドの係合溝より離脱するようにした揺動部材とからなる構成にする
とよい。
【００１４】
　上記一対のロッキングピース、縦向き把手用係合解除手段、横向き把手用係合解除手段
は、上記構成に限らず適宜設計変更することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の形態例を図１～図１５に基づいて以下に説明する。
　図１は本発明のプッシュ・プル錠の把手を扉に縦向けに取り付けた状態の概略正面図、
図２は扉の開放端側から見た把手近傍の一部縦断側面図、図３は一部を破断して示したプ
ッシュ・プル錠の正面図、図４は作動板を上動してラッチヘッドに対するロッキングピー
スによる係合を解除した状態を示す正面図、図５は作動板を下動してラッチヘッドに対す
るロッキングピースによる係合を解除した状態を示す正面図、図６は縦向き把手用係合解
除手段である第１スライダーと第２スライダーの斜視図、図７は縦向き把手用係合解除手
段である第１仲介スライダーと第２仲介スライダーの斜視図、図８は横向き把手用係合解
除手段である揺動部材の斜視図、図９はラッチヘッドの斜視図、図１０はラッチヘッドが
反転する状態を示す概略平面図、図１１は本発明のプッシュ・プル錠の把手を扉に横向け
に取り付けた状態の概略正面図、図１２は一部を破断して示したプッシュ・プル錠の正面
図、図１３は作動板を左へ移動してラッチヘッドに対するロッキングピースによる係合を
解除した状態を示す正面図、図１４は作動板を右へ移動してラッチヘッドに対するロッキ
ングピースによる係合を解除した状態を示す正面図、図１５は図１１の把手近傍の一部を
拡大して示した平面図、図１６は扉の開放端側から見た変形例の一部縦断側面図である。
なお、図１７は縦型の把手を有する第１従来例を示し、（ａ）はその正面図、（ｂ）は扉
の開放端側から見た左側面図、図１８は横型の把手を有する第２従来例を示し、（ａ）は
その正面図、（ｂ）はその平面図を示している。
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【００１３】



【００１６】
　ａは扉枠ｂにヒンジａ１を介して蝶着された扉であって、この実施形態では外開きの扉
を例示している。この扉ａの開放端側（自由端側）には、錠ケース１Ａ内にラッチヘッド
やラッチバネ等のラッチ錠を内蔵した錠本体１が埋設されている。２は扉ａの室内側と室
外側の扉面（扉の裏面又は表面）に座３、３を介し、かつ錠ケース１Ａを挟んで対称的に
取り付けられた一対の把手であって、この把手２は後述するように、図１～図１０におけ
るように縦型として、あるいは図１１～図１５におけるように横型として選択して取り付
けられる。
　なお、扉の扉面とは、扉の室外側 裏面のいずれか一方または両
方をいう。
【００１７】
　錠本体１は、錠ケース１Ａと、該錠ケース１Ａ内に内蔵されるラッチ錠１Ｂと、デッド
ボルトよりなる本施錠機構部１Ｃとからなっている。錠ケース１Ａは、図３に示す如く、
錠ケース本体１ａと錠ケース蓋１ｂと錠ケースの前板１ｃとフロント板１ｄからなり、扉
ａの開口部に該錠ケース１を埋設し、錠ケースの前板１ｃとフロント板１ｄとの上下両部
を扉ａの開口部前面にビス１ｅで固定する。
【００１８】
　錠ケース１Ａ内には、ラッチ錠１Ｂをなす、ラッチヘッド４と、一対のロッキングピー
ス１０、１０と、縦向き把手用係合解除手段２０と、横向き把手用係合解除手段５０等を
設けている。
【００１９】
　ラッチヘッド４は、本発明では特に限定しないが、本実施形態では、いわゆる反転式の
ラッチヘッドを用いており、図９及び図３に示すように、前部には先端の扉閉じ方向の面
を傾斜面４ａとするとともに、扉枠ｂに取り付けた受部材（ストライキ）ｂ１の

に係合する面を係合面４ｂとした平面形状が略菱形で、後部の上下には対称的に一体形
成した膨出部４ｃ、４ｃに前後方向に係合溝４ｄ、４ｄを形成し、後端部にはラッチバネ
５の一端を嵌入するための傾斜した嵌合凹部４ｅを形成している。一方、錠ケースの前板
１ｃ及びフロント板１ｄの出入口１ｆを臨むように、該出入口１ｆから錠ケース１Ａ内の
後方には断面コ字状のバネ受６が設けられ、このバネ受６とラッチヘッド４の嵌合凹部４
ｅ間にはラッチバネ５を設けている。従って、このラッチバネ５の付勢力によって前記ラ
ッチヘッド４の前部は、図３に示す如く、常時は錠ケース１Ａの出入口１ｆから出没可能
に突出されている。
【００２０】
　ロッキングピース１０、１０は、ラッチヘッド４を挟んだ状態で上下両方に一対設けて
おり、いずれも断面が略コ字状であって、いずれも略中央部を錠ケース１の側板（１ｂと
その背面の板）間に枢軸１１、１１で揺動自在に枢支し、前端部に突出形成した係合片１
２、１２の一部がラッチヘッド４の係合溝４ｄ、４ｄに常時係合するようにつる巻きバネ
１３で付勢されている。上記係合状態時にはラッチヘッド４は反転が阻止される。
【００２１】
　一方のロッキングピース１０の係合片１２が、該ロッキングピース１０を解除方向に揺
動（回動）することにより、ラッチヘッド４の係合溝４ｄから離脱されるときに、これに
連動して他方のロッキングピース１０の係合片１２もラッチヘッド４の他方の係合溝４ｄ
から離脱され、該他方のロッキングピース１０も解除方向に揺動されるように、前記一対
のロッキングピース１０、１０の略中央部に対向して突設した連結片１６、１６をピン１
４で枢支連結してある。連結片１６、１６としては、上部ロッキングピース１０の一辺を
少し折り曲げ、該折り曲げ部を下部ロッキングピース１０の断面コ字状部に嵌入して、両
連結片１６、１６をピン１４で枢支してある。
【００２２】
　両ロッキングピース１０、１０の後端部には係合部１５、１５が形成されており、この
係合部１５、１５は、把手２、２を支持する座３、３の内部に枢支されたＬ字状の作動板
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から見て扉の表面または

係合孔ｂ
２



９、９によって上下動する縦向き把手用係合解除手段２０の一部に当接しており、把手２
、２の操作により前記縦向き把手用係合解除手段２０が上動または下動してロッキングピ
ース１０、１０を揺動し、ロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２をラッチヘッ
ド４の係合溝４ｄ、４ｄから離脱させるように構成してある。
【００２３】
　把手２、２は、扉ａの室内側と室外側の扉面に対して、内側の座３、３又は外側の座３
、３を介して一方側を枢支するとともに、他方側を作動板９を介して開扉方向へ押しまた
は引き操作して扉を開放できるようにしたものであって、この内外２つの把手２、２は同
一形状のものを用いている。
【００２４】
　より具体的に言うと、把手２は、図２に示されるように扉面との間で指が入るように弓
形に膨らませた縦長のもので、図２において、該把手２の下部の一端側には下部の座３に
枢支するための連結板７が、上部の他端側には上部の座３の内部にピン７０で揺動自在に
枢支したＬ字状の作動板９に連結するための連結板８が一体的に設けられ、把手２と座３
、３が一体化される。なお、図２で、７１は下部の座３の枢支部に把手２下部の連結板７
を枢支するためのピン、７３、７４は凹部であって、上下両部の座３、３が正面から見え
ないように隠すようにしてある。
【００２５】
　各把手２と各座３、３とは、実際の製品化においては、両者を予め製造工場にて一体的
に連結しているが、そこに達するまでの組付例を図２に基づいて以下に説明する。
【００２６】
　先ず、各把手２の両端に形成した凹部７３、７４には連結板７、８を螺子止めや鋳造な
どによって一体に結合する。次に、扉ａの扉面に対面する側を開口した略箱状の各座３、
３を前記把手２、２の凹部７３、７４に臨ませるとともに、該座３、３の空室内には、前
記連結板７、８を臨ませるとともに、取付板７６、７６を嵌め込む。そして、把手２の下
部側は、その側壁と下部の座３と取付板７６とをネジ７８で固定する。
【００２７】
　把手２の上部側は、上記と同様にして、該把手の側壁と上部の座３と取付板７６とをネ
ジ（図示せず）で固定する。そして、この把手２の上部側の場合には、前記連結板８

Ｌ字状の
作動板９ をピン７２で連結してある。
　上記の如くして、各把手２、２と座３、３とは一体的に連結されており、従って、本錠
の取付現場では先ず座３を扉ａの扉面に取付固定してから、上記組付状態の把手２、２を
座３に固定することによって扉ａの扉面に取り付けることができる。
【００２８】
　すなわち、外側の座３と一体の取付柱７５を内側の取付板７６にネジ７７で結合して外
側の座３を扉面に取り付ける。その後に、内側の座３を扉面に当接させ座３の側面から前
記取付板７６にネジ７８で結合することにより、上下の座３、３つまり把手２、２を内外
の扉面の所定個所にそれぞれ対称的に取り付ける。なお、把手２の上部側は、座３より突
出した取付柱７５が錠ケース１Ａに形成した貫通孔７９を貫通して取り付けられる。
【００２９】
　把手２と座３の取付方法、座３と扉ａの扉面との取付方法は、上述の取付方法に限らず
適宜設計変更できる。また、把手２や座３の形状や構造は図示のものに限定されるもので
はなく、種々の公知のものでもよく任意である。
【００３０】
　図３や図１２に示すように、ロッキングピース１０、１０や縦向き把手用係合解除手段
２０及び横向き把手用係合解除手段５０で囲まれた位置に相当する個所の錠ケース１Ａの
側板には、図３～図５、図１２～図１４に示すように、作動板９の自由端が上動・下動又
は左動・右動できるように貫通孔１ｇ、１ｇが穿設されており、この貫通孔１ｇ、１ｇに
把手２、２を図１及び図２の如く縦型とした場合には、該作動板９の自由端は図３に示す
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は、
座３の一部に穿設した挿通孔を経て座の空室に挿入され、該連結板８の先端部と

の一部と



如く該貫通孔１ｇ、１ｇの右側の縦方向に上動可能に、また左側の縦方向に下動可能に挿
通される。つまり、第１作動板９ａの自由端は図４の如く貫通孔１ｇの右側に、第２作動
板９ｂの自由端は図５の如く貫通孔１ｇの左側に、それぞれ挿通される。
【００３１】
　前記貫通孔１ｇ、１ｇに把手２、２を図１１及び図１５の如く横型とした場合には、該
作動板９の自由端は、図１２の如く貫通孔１ｇ、１ｇの上側の横方向に左動可能に（図１
３参照）、下側の横方向に右動可能に（図１４参照）、それぞれ挿通される。
【００３２】
　前述したことから判るように、内外２つの把手２、２は、上記作動板９たる第１作動板
９ａと第２作動板９ｂの取り付け方向を変更するだけで、扉ａの扉面に対して縦向き又は
横向きのいずれかに選択して取り付けできるものである。
【００３３】
　縦向き把手用係合解除手段２０としては、本発明では特に限定しないが、把手２に接続
した第１作動板９ａを上動することにより上動される第１仲介スライダー２１と、この第
１仲介スライダー２１の上動により上動されて下部のロッキングピース１０の係合部１５
を上動して、前記一対のロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２がラッチヘッド
４の係合溝４ｄ、４ｄより離脱されるようにした第１スライダー２２と、第２作動板９ｂ
を下動することにより下動される第２仲介スライダー２３と、この第２仲介スライダー２
３の下動により下動されて上部のロッキングピース１０の係合部１５を下動して、前記一
対のロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２がラッチヘッド４の係合溝４ｄ、４
ｄより離脱されるようにした第２スライダー２４とからなるものが好ましい。
【００３４】
　第１仲介スライダー２１と第２仲介スライダー２３とは、図３や図７に示すように、断
面が略コ字状の同一構造のものを逆向き状態で１８０°反転したものである。すなわち、
第１仲介スライダー２１と第２仲介スライダー２３とは、図７に示すように、断面が略コ
字状の両水平板部２５、２６の両側壁には係合片２５ａ、２６ａを突設している。一方、
錠ケース１Ａの両側板にはロッキングピース１０、１０の係合部１５、１５対応位置に長
孔１ｈ、１ｋを穿設している。また、前記貫通孔１ｇ、１ｇには、それぞれ第１作動板９
ａが上動できるように長孔１ｍが、第２作動板９ｂが下動できるように長孔１ｎが連通し
て形成されている。第１作動板９ａ及び第２作動板９ｂを横向きに配置した場合には、図
１２に示す如く、貫通孔１ｇ、１ｇには、それぞれ第１作動板９ａが左動できるように長
孔１ｐが、第２作動板９ｂが右動できるように長孔１ｒが連通して形成されている。
【００３５】
　従って、第１仲介スライダー２１は、水平板部２５の係合片２５ａ、２５ａを錠ケース
１Ａの側板に形成した長孔１ｈ、１ｈに係入し、水平板部２６の係合片２６ａ、２６ａを
錠ケース１Ａに形成した長孔１ｍ、１ｍに係入して、上動できるようにしている。第２仲
介スライダー２３は、前述したように上記第１仲介スライダー２１を逆向きにして１８０
°反転した状態で、水平板部２６の係合片２６ａ、２６ａを錠ケース１Ａに形成した長孔
１ｎ、１ｎに係入し、水平板部２５の係合片２５ａ、２５ａを錠ケース１Ａに形成した長
孔１ｋ、１ｋに係入して、下動できるようにしている。
【００３６】
　第１スライダー２２と第２スライダー２４とは、図３や図６に示すように断面が略コ字
状の同一構造のものを１８０°反転した状態で上下方向に位置ずれさせて錠ケース１Ａ内
に嵌装したものである。すなわち、第１スライダー２２と第２スライダー２４とは、図６
に示すように、断面が略コ字状の両水平板部２７、２８の両側壁には係合片２７ａ、２８
ａを突設しているとともに、両水平板部２７、２８間には半割り状の縦板部２９を形成し
ている。
【００３７】
　そこで、第１スライダー２２の上部の水平板部２７を第１仲介スライダー２１の上部の
水平板部２５の上方に配置するとともに、下部の水平板部２８を第２仲介スライダー２３
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の下部の水平板部２５の上方に配置して、第１スライダー２２の上部の水平板部２７に形
成した前記係合片２７ａ、２７ａを錠ケース１Ａの側板に形成した前記長孔１ｈ、１ｈに
係入し、第１スライダー２２の下部の水平板部２８に形成した前記係合片２８ａ、２８ａ
を錠ケース１Ａの側板に形成した前記長孔１ｋ、１ｋに係入して、該第１スライダー２２
が上下動できるようにしてある。
【００３８】
　前記第１スライダー２２と同様にして、第２スライダー２４は、該第１スライダー２２
との間に第１仲介スライダー２１及び第２仲介スライダー２３の水平板部２５、２５を介
在させた状態で組み付ける。すなわち、第２スライダー２４の上部の水平板部２８を第１
仲介スライダー２１の上部の水平板部２５の下方に配置するとともに、下部の水平板部２
７を第２仲介スライダー２３の下部の水平板部２５の下方に配置して、第２スライダー２
４の上部の水平板部２８に形成した前記係合片２８ａ、２８ａを錠ケース１Ａの側板に形
成した前記長孔１ｈ、１ｈに係入し、第２スライダー２４の下部の水平板部２７に形成し
た前記係合片２７ａ、２７ａを錠ケース１Ａの側板に形成した前記長孔１ｋ、１ｋに係入
して、該第２スライダー２４が上下動できるようにしてある。
【００３９】
　横向き把手用係合解除手段５０としては、本発明では特に限定しないが、把手２を横向
きにするだけで、前記第１作動板９ａと第２作動板９ｂが横向けに配置される。このよう
に、第１作動板９ａを図１２の如く横向けに配置した状態において、把手２を押し又は引
くことによって該１作動板９ａを図１３の如くラッチヘッド４の突出方向に移動（つまり
左動）することで、一対のロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２がラッチヘッ
ド４の係合溝４ｄ、４ｄより離脱されるようにした当接部材５１と，第２作動板９ｂを図
１２の如く横向けに配置した状態において、把手２を押し又は引くことによって該第２作
動板９ｂを図１４の如くラッチヘッド４の没入方向に移動（つまり右動）することで一対
のロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２がラッチヘッド４の係合溝４ｄ、４ｄ
より離脱するようにした揺動部材５２とからなるものが好ましい。
【００４０】
　当接部材５１は、上部ロッキングピース１０の略中央部の下面側に枢支片５１ａを嵌合
して該枢支片５１ａと上部ロッキングピース１０の連結片１６とを前記枢軸１１で枢支す
るとともに、該枢支片５１ａの後方には第１作動板９ａが当接して上部ロッキングピース
１０と同体的に回動され該上部ロッキングピース１０を施錠解除方向に回動する当接片５
１ｂが一体に形成されている（図３、図１２、図１３参照）。
【００４１】
　揺動部材５２は、図３、図８、図１２、図１４に示す如く、前部に二股部５３を有し、
その脚部５３ａ、５３ｂ間の嵌合溝５３ｃに下部ロッキングピース１０の後部に形成した
係合部１５を係合し、該二股部５３と係合部１５とをピン５４で枢支している。この場合
、二股部５３には長孔５５を形成しているので、該揺動部材５２の上部の被係合部５７が
図１４の如く第２作動板９ｂに右動され枢軸５６を回動中心として時計方向に回動される
際に、下部ロッキングピース１０の係合部１５が反時計方向に円滑に回動される。第２作
動板９ｂを図１２の如く原姿勢位置に戻す場合にも下部ロッキングピース１０の係合部１
５が時計方向に円滑に回動される。
【００４２】
　本実施形態の概要を説明すれば、以上の説明から判るように、前記内外２つの把手２、
２は扉ａの扉面に対して縦向き又は横向きのいずれかに選択して取り付けできるとともに
、錠ケース１Ａ内には一対のロッキングピース１０、１０に対応して縦向き把手用係合解
除手段２０と横向き把手用係合解除手段５０とを設け、扉ａの扉面に縦向きに又は横向き
に取り付けた把手２、２を押し又は引き操作することにより該把手２、２に接続した作動
板９を作動するように設けるとともに、該作動板９を前記縦向き把手用係合解除手段２０
または横向き把手用係合解除手段５０に係合させることにより、前記一対のロッキングピ
ース１０、１０を係合解除方向に回動させて該ロッキングピース１０、１０の係合片１２
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、１２を前記ラッチヘッド４の係合溝４ｄ、４ｄから離脱させるようにしたものであり、
この係合解除状態で扉を開放することができる。
【００４３】
【作用】
　本実施形態例に基づいて本発明のプッシュ・プル錠の作用を以下に説明する。　本発明
は、把手２、２に接続した作動板９の配置替えなど一切することなく、把手２を縦向きあ
るいは横向きに取付けるだけで、錠ケースと錠機構部品からなる錠本体及び把手自体は取
り替えることなく同一のもので、図１～図１０に示す如く縦型把手のプッシュ・プル錠と
して、または図１１～１５に示す如く横型把手のプッシュ・プル錠として選択使用できる
ものである。
【００４４】
　すなわち、縦型把手のプッシュ・プル錠としたい場合には、図１～図３に示すように、
把手を縦向きにし、作動板９たる第１作動板９ａと第２作動板９ｂの自由端を、錠ケース
１Ａの両側板に穿った貫通孔１ｇ、１ｇの左右両側に縦向きに挿通し、該把手２を扉ａの
扉面に前述したようにして組み付けるとよい。
【００４５】
　横型把手のプッシュ・プル錠としたい場合には、図１１と図１２に示すように、把手を
横向きにし、即ち、作動板９たる第１作動板９ａと第２作動板９ｂの自由端を、前記縦型
把手状態から反時計方向へ９０°回転することにより、前記貫通孔１ｇ、１ｇの上下両側
に横向きに挿通し、該把手２を扉ａの扉面に前述したようにして組み付ける。
【００４６】
　把手を縦型とした場合と、横型とした場合について、以下に説明する。いずれの場合も
、説明の便宜上、シリンダー９０のキー孔にキー（図示せず）を差し込み本締りするため
のデッドボルト９１は後退して解錠状態であるとする。
（Ａ）　把手を縦型とした場合（図１～図１０）
　　開扉状態から図１の如く扉ａを閉めると、ラッチバネ５の復元力により常時は錠ケー
ス１Ａの出入口１ｆから突出しているラッチヘッド４は、扉枠ｂ側のストライキｂ１の湾
曲部に傾斜面４ａが当接し、該傾斜面４ａの作用によりラッチヘッド４はラッチバネ５の
復元力に抗して一旦後退し、ストライキｂ１の係合孔ｂ２に嵌入したときに再び突出し該
係合孔ｂ２に係入する。
【００４７】
　このとき、ラッチヘッド４の上下の係合溝４ｄ、４ｄには、バネ１３の復元力により上
下両部のロッキングピース１０、１０の係合片１２、１２が係合してラッチヘッド４の反
転を阻止しているので、扉ａを開放方向へ押してもストライキｂ１の係合孔ｂ２との係合
状態が保持されており、ラッチは反転せず扉は開かない。即ち、風圧等で扉が開かない施
錠状態となっている。
【００４８】
　　上記状態において、室外側の把手２を握持するか又は指を掛けて開扉方向つまり手前
に引くと、把手２は下部の座３の枢支部のピン７１を支点として揺動し、把手２の上部に
設けた連結板８に枢支されている作動板９たる第１作動板９ａが、ピン７０を支点として
時計方向に揺動して、錠ケース１Ａ内に挿通されている第１作動板９ａの自由端が第１仲
介スライダー２１の下部の水平板部２６と係合して該第１仲介スライダー２１を上動する
（図４参照）。この第１仲介スライダー２１の上動に連動して第１スライダー２２も所定
距離上動し、第１スライダー２２の下部の水平板部２８が下部ロッキングピース１０の後
部の係合部１５を上動するため、該下部ロッキングピース１０の前部の係合片１２は枢軸
１１を支点として反時計方向に揺動する結果、前記下部の係合片１２はラッチヘッド４の
下部の係合溝４ｄから離間して係合が解除される。それと同時に、ピン１４で連結されて
いる上部ロッキングピース１０はバネ１３の復元力に抗して時計方向に揺動して、その係
合片１２はラッチヘッド４の上部の係合溝４ｄから離間してラッチヘッド４の反転阻止作
用が解除される（図４参照）。そのため、把手２を引く動作によりラッチヘッド４が反転
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し後退して解錠状態となり、扉ａを開くことができるのである。
【００４９】
　　　デッドボルト９１は後退され、かつラッチヘッド４は前進して施錠状態で閉扉状態
において、室内側の把手２を開扉方向へ押すと、把手２は下部の座３の枢支部のピン７１
を支点として揺動し、把手２の上部に設けた連結板８に枢支されている作動板９たる第２
作動板９ｂが、ピン７０を支点として時計方向に揺動して、錠ケース１Ａ内に挿通されて
いる第２作動板９ｂの自由端が第２仲介スライダー２３の上部の水平板部２６と係合して
該第２仲介スライダー２３を下動する。この第２仲介スライダー２３の下動に連動して水
平板部２５と水平板部２７を介して第２スライダー２４も所定距離下動し、第２スライダ
ー２４の上部の水平板部２８が上部ロッキングピース１０の後部の係合部１５を下動する
ため、該上部ロッキングピース１０の前部の係合片１２は枢軸１１を支点として時計方向
に揺動する結果、前記上部の係合片１２はラッチヘッド４の上部の係合溝４ｄから離間し
て係合が解除される（図５参照）。それと同時に、ピン１４で連結されている下部ロッキ
ングピース１０はバネ１３の復元力に抗して反時計方向に揺動して、その係合片１２はラ
ッチヘッド４の下部の係合溝４ｄから離間してラッチヘッド４の反転阻止作用が解除され
る（図５参照）。そのため、把手２を押す動作によりラッチヘッド４が反転し後退して解
錠状態となり、扉ａを開くことができるのである。
【００５０】
　（Ｂ）　把手を横型とした場合（図１１～図１５）
　　　この横型把手の場合も、開扉状態から図１１の如く扉ａを閉めると、前記（Ａ）で
説明したような理由で、風圧などで扉が開かない施錠状態となる。
【００５１】
　　　デッドボルト９１は後退され、かつラッチヘッド４は前進されている施錠・閉扉状
態において、室外側の把手２を開扉方向に引くと、把手２は扉蝶着部側の座３の枢支部の
ピン７１を支点として水平方向に揺動し、把手２の自由端側に設けた連結板８に枢支され
ている作動板９たる第１作動板９ａが、ピン７０を支点として時計方向に揺動して、錠ケ
ース１Ａ内に挿通されている第１作動板９ａの自由端が当接部材５１の当接片５１ｂを左
方向に押し（左動という）て該当接部材５１を図１２で時計方向に揺動する。この当接部
材５１の揺動に連動して上部ロッキングピース１０が時計方向に揺動するため、該上部ロ
ッキングピース１０の前部の係合片１２は枢軸１１を支点として時計方向に揺動する結果
、前記上部ロッキングピース１０の係合片１２はラッチヘッド４の上部の係合溝４ｄから
離間して係合が解除される。それと同時に、ピン１４で連結されている下部ロッキングピ
ース１０はバネ１３の復元力に抗して反時計方向に揺動して、その係合片１２はラッチヘ
ッド４の下部の係合溝４ｄから離間してラッチヘッド４の反転阻止作用が解除される（図
１３参照）。そのため、把手２を引く動作によりラッチヘッド４が反転し後退して解錠状
態となり、扉ａを開くことができるのである。
【００５２】
　　　デッドボルト９１は後退され、かつラッチヘッド４は前進されている施錠・閉扉状
態において、室内側の把手２を開扉方向へ押すと、把手２は扉蝶着部側の座３の枢支部の
ピン７１を支点として水平方向に揺動し、把手２の自由端側に設けた連結板８に枢支され
ている作動板９たる第２作動板９ｂが、ピン７０を支点として反時計方向に揺動して、錠
ケース１Ａ内に挿通されている第２作動板９ｂの自由端が揺動部材５２の上部の被係合部
５７を右方向に揺動（右動）する。この揺動部材５２の揺動に連動して下部ロッキングピ
ース１０も枢軸１１を支点として反時計方向に揺動するため、該下部ロッキングピース１
０の前部の係合片１２は枢軸１１を支点として反時計方向に揺動する結果、前記下部の係
合片１２はラッチヘッド４の下部の係合溝４ｄから離間して係合が解除される。それと同
時に、ピン１４で連結されている上部ロッキングピース１０はバネ１３の復元力に抗して
時計方向に揺動して、その上部の係合片１２はラッチヘッド４の上部の係合溝４ｄから離
間してラッチヘッド４の反転阻止作用が解除される（図１４参照）。そのため、把手２を
押す動作によりラッチヘッド４が反転し後退して解錠状態となり、扉ａを開くことができ
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るのである。
【００５３】
　なお、図３～図５及び図１２～図１４で、６ａはロッキングピース１０、１０の係合片
１２、１２が、ラッチヘッド４の係合溝４ｄ、４ｄに出没できるようにするためのバネ受
６に形成したガイド孔である。
　図３、図１２で９２、９３は扉枠ｂ等に取り付けたストライキｂ１（受部材）に形成し
た受孔である。図２で９４はサムターン、９５は把手２を平常位置に戻すための復帰バネ
である。
【００５４】
　本実施形態のプッシュ・プル錠は、デッドボルト９１とシリンダー９０とサムターン９
４等の本締り錠用の構成部品を有しているが、これらの本締り錠用の構成部品を省略した
純正なラッチ錠にのみにも適用することができる。
【００５５】
　本発明は、図１～図１５に示した如く、扉の扉面の表裏両面に一対の把手２、２を設け
たものに限定されるものではなく、扉の扉面の片側だけに把手２を１つ取り付けたものに
も適用できる。この後者の場合の実施形態を挙げると、上記図１～図１５において、把手
２を１つとし、それに伴って、ロッキングピース１０と係合溝４ｄとはそれぞれ１つずつ
とするとともに、作動板９たる第１作動板９ａと第２作動板９ｂもどちらか１つとし、さ
らに縦向き把手用係合解除手段２０及び横向き把手用係合解除手段５０も適宜選んで組合
わせるとよい。
【００５６】
　ラッチヘッド４は、前記実施形態では反転式のものを用いたが、本発明では反転しない
構造で、作動板の作動によってラッチを摺動後退させる構造のものを用いることもできる
。
【００５７】
　扉ａの扉面に対して把手２を取り付ける方式としては、前記実施形態では、把手２の一
端側は座３を介して扉ａの扉面に枢支するとともに、他端側は上記枢支部を支点にして回
動できるように、扉ａの扉面に座３を介して回動自在に設けているが、本発明ではこのよ
うな取付方式に限定されない。
【００５８】
　例えば、図１６に示す如く、把手２のどの位置を押し又は引き操作した時でも、該把手
２が扉ａの扉面（座）に対して平行に変位する方式でもよい。すなわち、扉ａの扉面に固
定した座３、３と把手２の一端側又は他端側間に第１アーム８０又は第２アーム８１を可
動に設け、この第１アーム８０又は第２アーム８１が座３と把手２に対して枢着される各
枢軸８２、８３、８４、８５を順次結ぶ線が平行四辺形のリンク機構８６を形成するもの
である。このような平行リンク機構方式としては、実開平３ー１２８１７７号公報や特開
平８ー２６０７７２号公報記載のものを適用することもできる。
【００５９】
　その他に、前記実施形態では、図２や図１５に示すように、把手２の一端側を座３を介
して扉ａの扉面に枢支しているが、この把手２の一端側の枢支構造を省略して、該把手２
の他端側を扉面に回動自在に設けた構造のものを実施することもできる。
【００６０】
【発明の効果】
　本発明の請求項１記載のプッシュ・プル錠によれば、一種類の錠本体と、一種類の把手
及び座で、取り付けしようとする扉の種類に応じて、同じ把手を縦向き又は横向きのどち
らにでも自由に選んで取り付けすることができる。しかも一種類の錠本体及び座並びに把
手を縦向き把手用又は横向き把手用として兼用できるため、従来例の如く縦向きか横向き
かの用途に応じてそれぞれ別異の錠本体等の構成部品を使う必要がなく、構成部品が少な
くでき安価となり、使い勝手がよい 種類の錠本体及び座と一種類の把手で、
同じ把手を縦向き又は横向きに選択して取り付けするため、簡単な構成で容易に取り付け
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できる。
【００６１】
　本発明の請求 記載のプッシュ・プル錠によれば、 、扉の
扉面の両側に一対の把手を確実にかつ容易に取り付けできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のプッシュ・プル錠の把手を扉に縦向けに取り付けた状態の概略正面図
である。
【図２】　扉の開放端側から見た把手近傍の一部縦断側面図である。
【図３】　一部を破断して示したプッシュ・プル錠の正面図である。
【図４】　作動板を上動してラッチヘッドに対するロッキングピースによる係合を解除し
た状態を示す正面図である。
【図５】　作動板を下動してラッチヘッドに対するロッキングピースによる係合を解除し
た状態を示す正面図である。
【図６】　縦向き把手用係合解除手段である第１スライダーと第２スライダーの斜視図で
ある。
【図７】　縦向き把手用係合解除手段である第１仲介スライダーと第２仲介スライダーの
斜視図である。
【図８】　横向き把手用係合解除手段である揺動部材の斜視図である。
【図９】　ラッチヘッドの斜視図である。
【図１０】　本発明のプッシュ・プル錠のラッチヘッドが反転する状態を示す概略平面図
である。
【図１１】　本発明のプッシュ・プル錠の把手を扉に横向けに取り付けた状態の概略正面
図である。
【図１２】　一部を破断して示したプッシュ・プル錠の正面図である。
【図１３】　作動板を左へ移動してラッチヘッドに対するロッキングピースによる係合を
解除した状態を示す正面図である。
【図１４】　作動板を右へ移動してラッチヘッドに対するロッキングピースによる係合を
解除した状態を示す正面図である。
【図１５】　図１１の把手近傍の一部を拡大して示した平面図である。
【図１６】　把手を扉の扉面に取り付けた他の変形例を示し、扉の開放端側から見た把手
近傍の一部縦断側面図である。
【図１７】　縦型の把手を有する第１従来例を示し、
　（ａ）はその正面図である。
　（ｂ）は扉の開放端側から見た左側面図である。
【図１８】　横型の把手を有する第２従来例を示し、
　（ａ）はその正面図である。
　（ｂ）はその平面図である。
【符号の説明】
　１　　　錠本体
　１Ａ　　錠ケース
　２　　　把手
　３　　　座
　４　　　ラッチヘッド
　４ａ　　傾斜面
　４ｂ　　係合面
　４ｄ　　係合溝
　５　　　ラッチバネ
　７　　　連結板
　８　　　連結板
　９　　　作動板
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項２ 請求項１記載の効果に加え



　９ａ　　第１作動板
　９ｂ　　第２作動板
　１０　　ロッキングピース
　１１　　枢軸
　１２　　係合片
　１３　　バネ
　１４　　ピン
　１５　　係合部
　１６　　連結片
　２０　　縦向き把手用係合解除手段
　２１　　第１仲介スライダー
　２２　　第１スライダー
　２３　　第２仲介スライダー
　２４　　第２スライダー
　２５　　水平板部
　２５ａ　係合片
　２６　　水平板部
　２６ａ　係合片
　２７　　水平板部
　２７ａ　係合片
　２８　　水平板部
　２８ａ　係合片
　５０　　横向き把手用係合解除手段
　５１　　当接部材
　５２　　揺動部材
　５３　　二股部
　５７　　被係合部
　７０　　ピン
　８０　　第１アーム
　８１　　第２アーム
　８６　　リンク機構
　ａ　　　扉
　ｂ　　　扉枠
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

(17) JP 3993913 B2 2007.10.17



【 図 １ ８ 】
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